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i資料::

損害賠償訴訟と立証責任

ー一一一西ドイツにおける危険領域論の展開 (4)一一

池田粂男

序章

第I章 ~J例理論の史的採索

第一節初期j(以上23巻2号〕

第二節爾後のRG判決

第三節 BGHによるRG判決のぷ継(以上23巻3号〕

第四節理論的事長化と試行錯誤(以と23巻4号・本巻号に続く)

第五節理論の固定化(以1:*)7)
f:f~ II J~江 危険組域J命の西ドイツにおける評価

指llll';!: 危険倣i坑;命とわが法体系

第 i章判例理論の史的探索

第四節理論的深化と試行錯誤〔継承〉

以一上七のとおり木f;;節節‘』にこ登登-場したj判何向l決は当該I肝F

!原京凶が債務者の危1険倹領域カか、ら生生.起しTたこ」ことのほかに i1債責務老の注怠義務悌怠怠、など，

帰資事由が推論される」場f介7であることを挙げるものが多い (⑦③⑮〉入。 その反E面司証令，

⑨事件は後者を要伺件二として挙げげ、ず，代わりに「客観的契約侵害」を前者と並挙してお

り，また⑬事件においては後者を全く削除して，純粋に前者だけを当該理論の適用要

件としている。これは「危険領域による立証責任の分配」を確立するための試行によ

る動揺であり，理論的深化の過程を示すものと評価することができょう。

第五節理論の国定化

⑫<1959年7月9日'V1IZ R 149/58 VersR 59， 948> 

契約上の付随義務違反に対する損害賠償請求である。 Xは打殻業の主人で， yから

~と沼、 24(4 ・ 300)940



損害賠償訴訟と立証責任 (4)

アブラナの打伎を依願された。 Yの畑は道路にl面しているが，その悶に幅の広い排水

溶があり橋がかかってし、る。この橋は，幅3.70m ，長さ 7~8mである。橋の丙側に

は約20cmの厚みで 1mの高さのよ;状の壁 Mauerが築かれている。 Xは複式収穫機を

持ってYの畑に赴いた。 CXの使用人がこの収穫機を操作して， Xがこれを白ー動車で

けん引しているもののようである。JYは自動車を， この橋から畑へ通すように指示

したが，橋の荷重能力 Tragfahigl叩 tについては，双方とも疑問をさしはさまなか

った。ともかく，そのときは無事に通過した。約2時間後に仕事を終えて帰路につ

き， Xは道路へ向かつて自動車を運転し，他方Xの使用人は複式収穫機に乗った。収

穫機が橋の〔入口から〕約2.5mの距離にさしかかった時， (畑から見て〉右側の壁

Seitenmauerが壊れ，自動車は右側に傾いて 0.8m下の排水議に墜落し大破した。な

お，使用人の方はタイミングよく飛び降りることができた。

Xは自分の収益の欠損も含めて 8563.30DMの損害賠償を要求したが， Yに訴求し

ているのはこのうちの3000DMと利息である。 Xは請求の原因たる事実として，事故

原闘が僑の耳主主任ある荷弔能力にあったことと，この責任はYにあることを挙げてい

る。これに対するYの請求楽却のけIし立ては，事故のl京凶，.t.Xの使用者のfiU劣な運転

に在り，橋の右側に大主く寄り過ぎて，打穀機で壁を押し砕いたためであるニと，さ

らにY白身は橋の荷重能カについて責任をとらされることはないこと，などを理由と

している。 ['iJ時JニYは反訴を提起し， Xには3000DMの訴求額を超えては当該事故に

困るこれ以上の損害が無いことの確認事故に肉るこれ以上の損宍が無いことの確認を

求めた。

古ij二審とも請求を棄却し，反訴を認容した。原審のSchleswig控訴裁判所による

と，事故の!京凶が橋の荷重能力が充分て、なかったことにある場合であっても，Yには責

任が無い。例えばBGB~618r労務給付のための場所等における設備等に対する責

任」は，物損までは法益として含まないし， また交通安全義務違反 eineVerletzung 

der Verkehrssicherungspflichtに基づいてもYには帰賞事由が無いので理由が無L、。

また， Xが主張する「橋が荷重能力不足 einemangelnde Tragf孟higkeitJと， BG 

B S 836 r工作物責任」に言う「橋の腹庇ある保存 mangelhabteUnterhaltungJと

は同視できないうえ， {Jl.Ij壁の倒壊は橋の取疲ある設置・保存が原因となって起きた旨

の立証もなく，結局， Xの控訴に理由が無いとして棄却した。

BGHはXの上台を符れ，原判決を破棄し，事案を原審へ差し戻した。 Yの責任

は，交通安令:義務違反に基づく (BGB s823または~836による〕ならば契約責任の

北U;24(4・299)939
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立場から論ずるだけで充分と判断した。内容は，立証責任の分配の誤りと，これに影

響を受けがちな事実認定のl陵i床さを指摘したものである。

「事故はXの運転手の拙劣な運行方法か目nefalsche Fahrweise，又は橋の荷量能

力不足か mangelndeTragf昆higkeit，¥， 、ず

無いし，これについて当事者は双方ともなんら主張しなカかミつた。このような事情の下

で，控訴裁判所が，橋壁の崩接原因は何であるかの問題について，未解決にすること

は許されない。事故がXの運転手の拙劣な運行方法に図るものであったなら， Yiこ損

害賠償義務は無L、。また原因として考えられる阿者のうちのいずれが事故を惹起した

のか，もはや確定できない場合にも同様で‘ある。慈しXは，事故は矯の荷重能力不足

に困るのだという自己の主張について，証明義務があるからである。もちろん，もし

Xが証拠を申し出て主張し七とおり，自分の運転手は適切に運行したこと， )i!1lち，壁

は自動車と触れなかったことが確定できたならば，既にXは証明義務をはたしてい

る。蓋し，その場合原因としてなお問題になり得るのは，当然，橋の}開庇ある荷重能

力だけであろうから。

控訴裁判所は本件において不当にも， yには橋慌の崩壊について帰責事由が無いか

ら， Yの責任は無くなるものと考えている。

・・両当事者聞に締結された契約にはー請負または雇用いずれの契約であっても

一-xがその契約上の義務を履行するに際して損害を受けないように法語、してやるよ
うな， Yの付随義務も含まれている。このことは身体や生命のJ封書だけでなく，物

損，とりわけXの作業器材の損害についても漏える。 X主張のとおりにYがこの義務

を怠ったのであれば， YはXに対し，発生した損害について積極的契約侵害の観点か

ら責任がある。その際， BGHにより展開された原則により，損害の原因，つまり本

件ではXの主張する橋の荷重能力不足が， Yの責任領域 Verantwortungsbereichに在

っ七限りにおいて， Yに責なき旨を立証するのはYの義務である……。」

BGHは段落を変えて，原判決の破棄理由を続けている。要約すると，控訴裁判所

はBG B ~ 823に基づくYの交通安全義務違叉を検討し七際に， yの帰責事由を否定

したが，果してこの事実の立証責任がYにあることを基礎とした場合で、も，控訴裁判

所は同様の結論に到達したかどうか疑問]であること。またYは，自分に帰資事由が無

い旨の立証をせず，とくに橋の荷重能力に関しては一切証明が無かったが，このよう

な事情の下では，橋は既に古く，かつ風化していた旨の， xの証言を無視することは

許されないこと。さらに，荷量能力についてYが専門知識を欠いていたのなら， Yは

~ti;t24( 4・298)938



損害賠償訴訟と立証責任 (.¥) 

鑑定人に依頼して修繕の要否を確認Fる義務があり，たとい以前，同種の車車両が橋を

事故なくi度ったとしても，これらの自動車が通るには，橋はすでに過重て、あったこと

の仮定を援すに充分でなく，これらに反する控訴裁判所の判断は誤りであること，等

を指摘した。

以上のとおり判文中に「危険領域」の表現はないが，注(1 )に引用された事件か

ら， BGHは本件につして危険領域理論による立証責任の分配を開いたことが看取で

きる。この場合， r危険領域 GefahrenbereichJの代・用語としての「責任領域Verant-

wortungsbereichJは，日正に④と③の事件にも現われており，本件に特異な表現とは言

えなし、。しかし，前二例は，いずれも「危険領域」の措辞と共に，且つ並列的に「責

任領域」の措辞を用いていたのに反し，本件は前者を欠落させて後者を単独に用いた

ことが特徴的である。この意味で本件は，従来の実体と同じく「危険領域による立読

責任の分配」を論じながら，形式としてその措辞を用いなかった事例として，本橋で

取り扱った唯一の判例となる。

以下に本件が「危険領域による立証責任の分配」と何故に同一視されるのか，また

それがl'i"iとされるならば何故に「責任領域」の熔辞を用いるニとの妥当性があったの

かを検討する。

まず立証責任の分配について裁判所は，橋壁の崩壊原因はXに，帰責事由はYに，

各々 :伝言E責任が在るとする立場を明らかにLている。 Yの帰京事由が議論され得るの

は，崩壊の原因がXはその使用人の行為では伝くてYの仮1];ニ，J'!IJち橋の何霊能力が充分

でなかったことに在った場介でもあり， この閃果関係を前提としない帰京事由の議論は

従労;ニ帰すること。そして本件は積極的契約侵害でー←つまり， Xの被った損害はそ

の契約上の義務を履行するに際して生じたのでーあるからBGHの先例に倣い，損

得の原因としてXが主張する橋の荷重力問題はYの責任領域に属する|浪りでYに帰

責事由なきことの立証責任が在ることになる，と百うものである〔その際引用された

注(1 )の諸先例は， いずれも責任領域の措辞の全く存伝しない事例である。) これ

は従来，危険領域による立証責任の分配に問題とされた議論と5JIJ段の差異を示すもの

でなく，却って全く一致する問題の検討である。なお「帰責事由が事案から推論され

るJことの要石につき， BGHは殊更に昆及してないが，このことは危険領域による

立証責任の分配にとって，それは前提要件と考えていないものと理解すべさであろ

う。

次に，この結論に対する根拠は判示されていないので，引用判例を振りかえることに

北法24(4・297)937
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よってのみ推測が可能である。それによると，一方で‘BGBS 282を，又は更に先例

を理論的な根拠としている。その点は本件にも共通する事案と言えよう。他方，実質

的な根拠として， r被害者の危険領域から，しかも通常は Sachkenr山 lS からも遠ざ

かっている帰責事由の存否についての立証を，被害者に要求はできなし、」ことを挙げ

ている。この Sachkenntnisとは，いずれの場合も請負契約における請負人としての

技術，例えば集中暖房会社の社長の，兵種金属の速絡に関する知識であり(なお注(2)

を参照)， または建築技師の建物の寂庇に関する知識で、あったが， ところで本件のY

に対しても橋の荷霊能力に関する「専門知識」は要求できるであろうか。 BGHは，

専門知識がYに欠けているなら，鑑定人を依頼してでも橋の修繕の必要性を確かめる

義務があったと述べ，あくまにでYに「専門知識」を求めるもののようである。ここ

にBGHは，いわゆる「責任領域」と呼ぶに相当な特徴を念頭に置いていたと推測で

きる。

結局，本件に単独で用いられた「責任領域」とL、う措辞の実体は， r危険領域」又

はその概念を構成している態様のー表現形態であると解釈することができる。

さらにJ指旨摘すベきz重在要な
Xが話請マ求する場合にも帰責責-事由の立証寅任がYに分配(=転換〉される， とL、う考え

プJを示したと読みとれることである。もっともこれは傍論と言うべきである。しかし

立証責任の分配が裁判官の事実認定作業に与える微妙な影響を指摘したことと共に，

特別の摺:設を要することである。

( 1 ) ⑥と⑨の二事例が引用されている。

( 2) 文字通り「事実を生IJることJ(古IjlJj⑥事件を参照〉であるが， r事実を識別す
ること」から速いことを意味する。従って，辞書の訳語に倣い， r専門知識」
(前出⑨事件を参照〕から速い，との表現がより適切な場合が稀でなし、。さら

に日常語に近づけるなら， r専門的知識が乏しし、」ことである。但し，原語の
解釈として， r事実を知覚(または認識〕すること」ができない，と解するの
は妥当でない。

⑬<1959年7月28日 OLGStuttgart MDR 59， 1009> 

事案は，大料理応での転倒事故である。 Xは院の客であるが，彼は，他の来客か誰

かが通路て、l幅吐したための汚れで、足を滑らせ，その結果，損害事故となった。 Xは料

理宿主Yを相手に積極的侵害に基づく損害賠償請求訴訟を起こした。本件掲載誌の参

北Y':t24(4・296)936



損害賠償訴訟と立証責任 (4) 

照条文によれば根拠条文はBGB s 249である。審級の経緯は不明であるが，二本件。
LGはその控訴審と思われる。二点について争われた。その第一点について OLG

は，大料理府の空間を監視・監督する機構が欠如していたのはYの過失の結果である

infolge von Fahr1assigkeit と認定した。第二点は次のとおりであるが，これについ

て，立証責任を論じた。

「…ーもっとも，この機構の欠如がXの事故の原因であったのか即ち，機構上充分

であったなら，つまり問題の通路を誰かに規則的に監視と監督を委ねていたなら，果

して事故は避けれたのかどうかは，疑わしし、。しかしこの場合，事故は機構が充分で

あったとしても生じたであろうことの立証責任はYにある。たしかに，給付の不能は

果して債務者の責に任ずべき事情の結果であるかどうかについて，立証責任は債務者

にある主するBGB ~ 282の規定を，積極的契約侵害に準用できるかどうかでは，争

いがある。

しかしながら，本件に於てこの問題は判断される必要がなL、。蓋し，判例および学

説の支配的見解によると，接客契約・人客運送契約・寄託契約・雇用および請負契約

ならびにこれに類似する契約がある場合，事案からさしあたり請負人がその為すべき

配慮を怠った旨の推論が正当づけられ，且つ損害原因がー←〔帰責事由の存否が〕疑

わしいときは請負人が責任を負うようなー一危険領域 Ge{ahrenkreisから生じた場合

帰責事由の問題にある立証責任は dieBeweislast in der Frage des Verschuldens請

負人または職務義務者にあるからてあ20ここで問題となっているのは表見証明では
なく，立証責任の転換である。 e

このことは，上掲の諸契約がある場合に， BG B fi 282を積極的契約侵害に準用す

るのと実際上同ーの結論に到達するが，この場合， B GB ~ 282に於けると利益状況

Interessenlageは同様で、あり，また，債務者の危険領域 dieseinem Gefahrenkreis寸

通常はその専門知識 Sachkenntnisとから遠ざけられているような事柄についての証

明を債権者に要求できないものであるから，このことは正当である…・一。従ってこの

ことはBGB fi 282に於けると同様，帰責事由の問題だけに fiirdie Frage des Ver-

schuldens 言えるのではなく，はたしてこの帰資事由が一一つまり本件では過失ある

機構の欠如が一一事故の原因となったのかどうか，の問題にも妥当しなければならな

いc・H ・〕。ところでBGB~ 282の場合，債権者は不能の存在を，債務者はそれが自
己の責に任ずべき事情の結果ではないことを，証明しなければならないということは

正しし、しかし本件にとってそこから演得され gefolgert、verden得ることは， Xは

北法24(4・295)935
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Yの行為の客観的義務違背 objektivePflichtwidrigkeitを証明しなければならず，他

方Yは自分に主観的義務違背の責任はないこと，又はそんなものが事故の原因なので

はないことを，自ら証明せねばならないということにすぎ、なト。ところで， Xにより

提出されるべきYの行為の客観的義務違背の証拠としては，客の用に供された空間の

危険誘発的性質 gefahrdrohendeB巴schaffenheitの証明で、既に充分で、あり，また本件

に提示された事実で充分である。誰か見当もつかぬ来客その他によってもたらされた

汚れて、足を滑らせたことが dasAusrutschen auf einer Verunreinigung， Yの責に任

ずるべき危険領域の中に含まれるとすれば，それは，料理広業者に向けられるべき要

求を誇張するものだとの， Yの呉議は理由が無い。 j古主が責任をとるべき危険領域に

属するものには，単に自分自身の行為ばかりでなく，さらに別の客の行為ならびにそ

の他料理府の空間に足を踏み入れることできる人々の行為もある。」

本件の争点を吟味するために，問題となる事実を時間的に整列してみると次のよう

になろう。

(l) yの過失→⑪監視機構の欠如→0:~届吐物の存在→@Xが滑って〔転倒〕→⑧〔負

傷事故による〕損害→6Yの損害賠償義務

(l)~のは，およそ債務者(=加害者) Yの不作為たる行為にまつわる事情であるの

に対し，0~6v土被害者Xの状態に関すると言える。このうち@とGの二事項は，裁

判官が隣僚事実を認定したうえ，これを評価.して行なう「法律的判断結果」を示すも

ので，当事者の証明の対象から除外すべきである。そして@→@は損害賠償請求権の

主観的要件たる「帰賞事由」に相当する事実であるし，③→③は「損害事故」または

単に「事故」と呼ぶことができる。のは事故の直接的原因たる事実で、あるがとくにの

→@問は通常「因果関係」と呼ばれるものである。この「因果関係」と，@に繁がり

を有する⑧「損害」とを併せて，その客観的要件と呼ぶことができる。④~6Jのどれ

か1個の事項でも存在せず，又は隣接する事項の聞がどこかーケ所でも断絶している

ならJ損害賠償請求は認容されないこととなる。'

さて本件では， OLGが冒頭で明示してLるとおり，監視機構の欠如はYの過失の

結果であるとされ，④--->@の存在が肯定されている。またのの事実そのものが存在す

ることは，当事者間の争いがなし、。更に，損害事故が発生したことについては認定さ

れているから，@→g、→Gの各事情も肯定されたことは明きらかである。これにより

④~6の各事項それ自体は総て存在が確認され，また各事項問の連続性も問題として

者千あるだけである。その残る事実関係は， 61の事実の前後に位置する事実をのと連
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結させるための，因果の鎖である。後に位置する鎖は， r転倒した場所がたまたま幅
吐物で汚れていた」にすぎない場合などは連結性を否定される。まさしくl幅吐物に図

って転倒したという場合にのみ「因果関係、あり」とされるべきである。他方，前に位

置する鎖は，たとい監視機構が確立されていたとしても「幅吐物は存在したJあでろ

うことを示す事情のあるときは，繋がっていない。まさしく監視機構が欠けていたた

めに幅吐物が放置されていたとしづ場合にのみ，因果の鎖が繋がっていると言える。

ところで， OLGがYに立証責任を分配した事実は上記のいずれに関するものなの

か，必ずしも明らかでなし、。判示するところでは「…一機構の欠如がXの事故の原因

であったかどうか……は疑わしL、」が， r機構が充分であったとしても事故は生じた

であろうことの立証責任はYにあるJとし，このことはBG B ~ 282の類推適用と同

一に帰するが，この結論は「……帰資事由の問題だけに言えるのではなく，はたして

この帰責事由がー←つまり本件では過失ある機構が一一一事故の原因となったのかどう

かの問題にも妥当しなければならなし、」と述べる。ここに「事故」と呼ばれる事実が

上記に整列した事実のいずれに相当するかは判然とせず，このことが争点を不明瞭な

らしめている。あるいは帰賞事由に隣接する事故の直接原因たるのを指すのか，ある

いは文字どおり事故の事実たる@~のの全体またはそのいずれか，なかんす、く@を指

すのか，解釈はL、ずれも可能である。そしてのを指すものとすれば，@→@間の道端

性，1Wち監視機構の欠如に因って損害事故の直接的原因が惹起された旨の立証責任が

Yに分配(=転換〉されたことを意味する。これは帰責事由の損害原因に対する因果

性を立証させるもので，通常，帰責事由が争われていると言い得る範時に属するケー

スである。また@を指すものとすれば，先ず]IIi述の@→@間の連続が確認された場合

はの→@聞の連続性，いわゆる「因果関係」の立証責任がYに分配されたこととなる

が，@→@聞の確認が前提とされていない場介は，結局，帰責事由と因果関係の双方

の事実がYに立証の責任あるものとされたことになる。

OLGはさらに， BGB ~ 282 O法理から一般的に演得して， Yに2つの立証命題

を選択的に指示している。その 1は， Yにはそもそも主観的義務違背の支は帰さない

こと，換言すれば，通路に転倒の危険ある耐吐物が在った限りでは，なるほどYに客

観的義務違背はあるが，しかしこの違背状態についてYには何の過失も存在してない

ことを正当づける事情を証明することである。具体的には@に相当する事実の不存在

を証明せねばならないが， OLGは本件に@の存在を認定しており，ニの指摘は蛇足

であった。そこで次に問題となる立証命題その2は， yに万一主観的義務違背がある
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としても，これが事故の原因ではないこと，換言すると，過失の結果たる監視員の欠

如に由ろそ事故が惹起したのではないことの証明であり，これは前段に述べたと同様

の「事故」概念をめぐる問題に帰斎するのである。

結局@ら@は，帰賞事由または損害の原因として個々の存在が確認されてはし、るも

のの，その間を連結する鎖の存在が峻味な限りで，鎖が不存在の場合，もはや本件に

とっては帰寅事由または原因としての意味を有しなくなるのと全く同様に，依然抽象

的な存在にとどまっている。この意味で本件において争われたのが，@の帰責事由が

のの損害の原因たる事実を作出したかとL、う意味の「因果性Jであるとすれば， OL 

Gは抽象的な帰責事由が当該損害の発生にとって具体的な帰案事由として機能したこ

との証明を求めるものであり，いわゆる帰責事由の立証責任を債務者に分配してきた

従来の判例理論を，より精細に論じたものとして評価できる。他方これを，因果関係

の立証責任を債務者に課したものとみれば，従来の理論を超えていることは明きらか

である。そしてこの場合， r因果関係」の事実は「帰責事由」と同等以上に， または
帰責事由と有機的に関連して，立証の困難なものであることを，いみじくも示したも

のと言えよう。ところで，判示の事実は因果関係の認定を明示せず¥また上述の立証

責任の分配の判決理由からも確認できないことから， r因果関係」は未だ認定されて

いないと考え得る余地がある反面，しかし当事者が明らかに争った様子はなく，また

Yが自分の危険領域に属するかに関して「汚れで、足を滑らせた」ことを仮定して反駁

を試みていること，さらに掲載誌の見11¥しには「汚れによって客が足を滑らせた」事

故とされていることなどから，木f'jニの立証責任は幅吐物と転倒との間の因果関係を論

じたので、はなく，帰資事由の立証責任を分配したものとも評価できるが断言はで、きな

L 、。

本件に特徴的なのは先ず， OLGが危険領域による立証責任の分配の前提要件とし

て，の帰資事由が推論されること，@損害の原因がYの危険領域から生じたこと，の

Yに客観的義務違反があること，等を挙げている点である。このことは，前節のBG

H判例がこれらのうちの一個または数個だけを要件とし，理論的不整合の動揺状態に

あり，この下で下級審として苦慮している姿が如実となって，興味ある判決である。

次に「危険領域J概念に関し， OLGは「債権者の危険領域」として，債権者に帰属

する危険領域というものをも考え得るような表現を示したことは危険領域は賠償請求

された債務者に悶有の概念ではないことを意味するものであり，注目すべき点であ

る。 OLGは，料理的の部屋に入ることができる人々の行為は府主の危険領域に属す
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ると断定する。「行為」は「危険領域」そのものではなく， t員害の発生原因となり得

る態容の一つであって危険領域の中のー要素であるにすぎない。また「宿主の危険領

域」とされるのは府主が経営する「料理府の空間」であるためである。

(1) MDRに掲載されたところでは「滑った」結果としてどのような損害が生じ

たかについての説明はないが，本件注(5)で引用されている事件の中にこれと酷

似するものがあるo 比較する上で格好の材料であり，ここに事案を提示する。

<1938年11月l日 RGVIl 53/38 JW 39， 559> 

料理庖の階段で転倒した客Xが，料理!苫主Yに対し損害賠償を請求した。 X

は，そこに他の客の日区吐物が在ったため，それで、滑って転倒したと主張する。

第一審は請求を認容したが，原審はYの控訴を容れた。原判決によると，因果

関係は認められないこと，仮にこれを肯定できるとしても帰賞事由(とくに取

引上必要な配慮違反〉の証明が認定されないから，結局，契約法tも不法行為
法上も請求¥1，認容できないことを理由にあげている。 Xの上告により， RGは

この二つの争点を次のように判断して原判決を破棄し，事件ーを差し戻した。

rOLGはXが転倒した階段には事故の時に幌吐物が在ったと思われる，と

している。これを前提にすれば，原審の裁判官は， Xがこれて‘滑ったのかどう

かを表見証明に基づいて検討すべきであった。その際，階段は当該瞬間に通常

の状態に無かったことが確定している。その時にXが転倒した場合は，つまり

秩序違反に関係するような事故と遭遇した場合には，一般に定型的事実経過の

存在することに注目される以上，この関係が存在することについての裁判官の

確信を動揺させるに足る事実が証明されるまでは，この関係の証明が行われた

ものとされるべきである。

Yの帰京ー事由に関しては，契約の請求原困と不法行為のそれとでは反別され

るべきである。契約の枠内では自己の帰貢事由のみならず，その履行補助者つ

まり業務担当者のそれについても煮に任ずる (BG B ~ 278)。この際，接客契

約ある場合は雇用または請負契約のある場合と同様，帰責事由の証明が所与の

事情の下でーは行われたものとされるべきである， ということがあるが， それ

故この場合，控訴裁判所は帰賞事由が存在しない旨の立証はY側の事柄である

ことを顧慮していなかった (RGZ 148， 148， RG Z 124， 49)0 Yが，秩序

違反はYの転倒原因で、なかったとか， Yおよびその履行補助者は事件の情況上

必要な配慮を悉く尽くしたとを証明した場合のみ、請求が棄却されるのであ

る。」

判決理由は，続いて不法行為を請求原因とする場合の帰京事由の立証責任は

X側にあることについて論じているが，割愛する。 RGは以上のとおり，まず

幅吐物と転倒との関係を表見証明によって認定が可能であるとしそしてこの

「関係」を次に述べる帰責事由の問題と一応区別していることから， r因果関
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係」の問題として論じているものと評価できる。次にRGは，帰賀事由の問題

について，帰責事由不存在を立証するのはYの問題だと判断したが，これが客

観的立註責任〔木註〕を意味しているのか証明活動の必要(反証)を言うもの

かは判然としない。ただしiJI用された RGZ 148は客観的立証責任を論ずるも

のであった(前出②事件。判決理由中，後段の判示を参照〕。また同じく RGZ

124， 49は， 帰賞事由を表見証明により認定したものであるが， これも一応，

容観的立証責任を論じたものと評価することが可能であった〔前山②事件注(3)

の解説を参照)。 これらの引用判例から，本件RGも帰賞事由の立証責任がY

にある旨，論断したものと評価できる。

(2 ) 判決の結論部分は掲載されていないが， Yに立証責任ある本文引用の事実が

存否不明で、あるために， Xの請求が認容されたものと推測できる。

(3) 前出②事件の注(2)を参照

(4) 前出③事件の注(4)を参照

(5) 前向①，②，同注(3)の第三件目，④，⑤，同注(1)同(3)事件のほか， Palandt 

18. Aufl. Vorbem. 8 vor ~ 249， Soergel 8. AufJ. Anm. 1 4 c zu ~ 276 

などが引用されている。また RGJW 39， 559事件につき，本件注(1)を参照。

さらに， 1939年4月4日 VII169/38 RGZ 160， 153がヲ開されている。事案

は1936年1月頃，ナチス突撃隊のドイツの夕べという催しに， yが無償で用立

てた舞台っきホーノレに隣接する楽屋の事故である。楽屋には庭へ通ずるトアが

一つあり庭の地面から1.15メートノレの高さについている。 ドアの錠は使えなく

なって，二つの鈎カンヌキで閉めるようになっている。庭へ降りるには，この

ドアを外に聞け，取りはずしできる木製はしごを使う。 Xは始まる前に，用足

しのため既に開いていた庭への山口を利用して，暗閣の庭へ降りようとしたと

ころ，当夜は梯子が立っていなかったためXは転落し，下に在った裁断された

ばかりの観賞用濃木の小枝が右!一!に刺さって視神経を傷め失明してしまった。

XはYに対し慰謝料支払等の請求をしている。

下級審が簡単に，契約法上，不紘一行為法上の責任を認めたのに対し， RGは

t告に応えて原半IJ決を破棄した。その結論は掲載されなかったが，結局請求は

容れられなかったものと推測される。先ず， RGは自主YとHl演者Xの法律関

係を， rもちろん控訴審裁判官が強調している， ホーノレをナチス突撃隊に引き
渡した Uberlassenというような事実だけでは，ホーノレの危険状況を配慮すべ

き旨のXに直接有利に働く Yへの契約上の義務づけをなお正当づけるものでな

い。しかしYがホーノレを用立てした zurVerfugung gestellt hat目的は，明き

らかにその種の契約関係の設定を推論Schlieβenさせる。…・・従ってことの本

質上， yは自分のホールをこの夕べのために用立てした以上，その引渡につき

契約上も義務を負ったと言えた。 ......Jとして契約責任的構成を肯定した。そ
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して，ホーノレ使用代金として特段の取り決めがなかったとしても，それは飲食

費に含まれるものであること。従って「宿主は，引渡す部屋の安全状態に配慮

し，且つ，この注意義務の責に帰すべき違反によって生じた損害につき責に任

ずるとしづ義務のあるような，特殊な有償契約が問題となっているのである。

催し物に参加した全ての人止に同等の請求権が直接帰属するということが，こ

の契約の本質に合致する。」そこで「この契約には， 類似の契約関係ある場合

(運送・雇用・請負および接客契約)についてRGが繰り返し宣汗してきた原

則が適用される一一つまり，事案が契約により与えられた注意義務違反を推論

Schliesenさせる限りは，損害賠償の請求を受けた者は自らを免責せねばなら

ないのであるく前掲②，同注(3)第三件目事件ほか)oJしかし木件においては庭

への出口を安全に利用させるか，特段の方策により出口の利用を妨げるかをす

べき注意義務は，そもそもYに無かったと考えるべきで，却って出口にカンヌ

キが掛かっていたとすれば，充分であり，また催物の日時や年代を考慮すれば

庭を通って行くべきでないことは，はっきりしている。

RGは以上のほか， Xが不法行為に基づいてYに請求する場合， XはYの帰

責事由を完全な事情において証明すべきである旨述べている O しかし， RGが

上に危険領域を論ずる事件を先例として引用したことを顧曜ましてみても，本件

でどの程度に立証責任の分配を意図していたかは疑わしL、。立証責任・危険領

域などの措辞は，一切判示tこ現われなかった。従ってこの事案は，本文⑬事件

の「立証責任の転換」の先例としては，価値が乏しい。

(6 ) 前出⑥事件

(7) Palandt aaO.および RAGDR 1939， 1584が参照されている。

前者は，続版の19Auflage，1960 S 282を確認することができた。これによる

と， i債務者は原則として，いかなる事情に丙って不能が吉、起されたか，ならび

に債務者はこの事情につき支に任ずべきでない旨を，証明せねばならなし、」。つ

まり，いずれの事情も ry側に立証責任」があると読むことが適切であろう。
これに反し後者の判旨は，趣旨が微妙である。事案はBGBS618 [労務給

付場所等の設備に対する責任〕に関する。 RAGによると， rなるほどBGB
S 618に基づく訴えに於て，雇主はその義務を履行せず，それに因って損害が

生じた旨Xが証明すべきである。しかしながら，ニの証明義務に対する要請は

誇張されてはならない。jつまり rxの証明義務としては， 自分が損害を受け
ることとなった労務給付にまつわる危険は，雇主Yの措置によって殆んど削除

で-きた旨の証明を為せば充分である。そのときYには， yが危険を除去すべく

相当な措置を講じていたとしても損害は生じたであろう旨，反証する義務があ

る。」このように， 不能発生の事情はXの立証責任で， yの立証活動は反証と

呼ばれている。この措辞を巌確に読む限り，不能発生の事情は、 XIこ立証責任

が分配されていることとなる。この点で前者 Palandt とは異なり，また，本件
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の先例としても妥当性の疑わしい引用て、ある。

(8) Paape AZP 147， 217が引用されている。第E章を参照。

( 9 ) 裁判官に限らず事後に事件を顧みる者は，必ずしもこのような認識ないしは

思考を経ない。むしろ右寄りの結果たる事項から左の方向へ逆行して，原因た

る事情を;i!!!るのが常である。このような視点に立つと凶式の矢印は右寄りの-

Aの事項から方向転換することとなる。

(1Q) 但し，事実が「不存在」ないし「断絶」の場合と， r不明・峻昧」の場合と
を区別すべきは言うまでもなし、o lIIj者は「存在」ないし「述続」の場合と向様

に，裁判官が縦信を抱いたケースなのに反し後者はイl柁信て、主なかったケースだ

からである。そして後者の場合にのみ要瓶事突について立通u主任ある者に敗訴
などの不利誌が課されることとなるo

⑬<1959年10月29日 VIIZ R 176/58 VersR 60， 344> 

1956年2月の初旬に，婦人Xの家屋で‘給水管が多くの筒所にわたって凍結した。 X

はY会社にこれを溶解するように委託した。 Yの職人Fと見習Mが電気溶解禄具を携

えてX方へおもむき，一階から二階へ通じる階段の中間に変圧器を置き，そして地下

室と，一階屋根表部屋にある賃借入G婦人の炊事場とにある給水管へ，それぞれ溶解

器の極板を接続した。職人が電i戒を入れてから30分ほど‘経って，給水管とそれに平行

に走ってし、る給湯管とが接触していた筒所で絶縁材が発火し，これが家屋の屋根組み

を燃やした。

Xは， Yおよびその履行補助者が請負契約上の義務を有責的に怠ったという理由

で， Yに損害の賠償'を求めた。他方Yは請求の原因ならびに金額を争った。第一審は

請求を棄却したが，原審はこれを取り消して， Xの損害賠償請求は原因において:iI当

であると宣召した。 Yの上告は棄却された。 上告審では，原審が帰i記事由として認定

した事実の評価をめぐって論争があった。その前提として議論された以下の問題が，

本稿に直接的に関述する。

先ず，悶果関係についてOLGが認定し. BGHも肯定したため.i総定した事5たで、

ある。「……Xの家屋における火災は・..Fによる電気変圧器の接続の結果もたされ

た。…電気を通じた冷水給水管が笠の給湯管と軽く接触した結果，接触部分で強い

抵抗が生じた。こうして接触点にある管は過度に加熱された。燃え易い絶縁体は，給

水管を包んでいたのだが，発火して屋根兵部屋に火をつけた。」

続いて， BGHは問題の帰責事由iこ関する立言IE責任の分配を説いた。「この事実関

係を基礎とし，控訴裁判所はXに生じた損害に対するYの責任を， Xと締結した請負
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契約の有責的侵害を理由に BGB~~63]' 276， 278によって肯定した。裁判所は次の

ように考えた。火がけ1たのはFの溶解の試みによるのであり，つまり火災原肉はYの

危険領域 Gefahrcnkreiseに属Lていたのであるから，火災がYまたはその被用者の

帰責事由によって生じたのではない胃の証明義務はYにある，と。…田・

Xの家屋での火災はYの職人Fの溶解の試みに内らしめられるべぎものである auf

den Allftallversuch des Gesellen der Bekl. 7.llriickzufiihren istから， Yは通説に従

って (BGHZ23，288 C290f.J =VersR 57， 251 Cl/r. Sp.J)，自己の履行補助者は

溶解器の接続ないし使用に際して，取引上必要な注意をはらったことの立証責任を有

する。」

議論の骨子は以iに尽きるが， BGHは更に， .1二述の立場を基礎としながらもYの

帰責事由が認定できるとして，原審の評価を肯定した。半Ij示の重点はむしろここにあ

った。即ち，水管に電流を通して温める場合には，通常それに電気を流すものではな

く，従って電流のトラブノレに対する保護は為されていないものであるから Fは専門

家として，このような水管には種々の原閃から抵抗が生じるものであること，そして

これでトラフルがあった筒所は電圧が危険状態でない場合であっても熱せられること

があるとL、う知識ぐらいは，そなえているべきであるという意味で，火災は予見可能

であったこと。またFは溶解若手のスイッチを入れる前に，給水管の日に見える部分は

もちろん，賃借入G宅の押入の背後に走っていると知lらされた管をも追跡検査して，

その部分に何か抵抗が存千正しないかを調べるべきであったのに，これをしなかったが

このことは取引上必要な出意を怠ったこと著しい。長:に[，iJ様の理由から，その変圧器

は数年間しかも度々にわたり利用されているが煩害など生じたことが無く，またこの

種の器具製造者は，ごく最近までこれを安全なものとして，火災の危険など考えられ

ないと説明し，これを使用するにまつわる危険については， xの家屋の火災の後しば

らくの間，利害関係者から青及されなかった，等の諸事情があったとしても， yは免

wされないこと。なお以前，他の配管工がXの家屋の配管網を電気器具で溶解して成
功したという事情ーについても同様のことが汚えるし，その職人も管に抵抗が存在しな

L 、かの検査をしなかったとは， Yは述べなかったこと，等が帰I号事由の認定理由とさ

nている。

本件では既に原審において，帰京事自の立証責任が危険領域によってYに分配され

ることが'f<J示され， Yもこれを争わなかった。ところが原審は，同時に帰責事由が存

在することを:Jr1極的に認定したものであり、従ってその立証責任問題は議論すべき必
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然性に乏しく，この限りで危険領域の判旨は傍論と言える。

判決に唯一引用されたBGHの先例は，前11:⑥事件であり，本件に類する設備業者

に対する請負契約に基づく賠償事件であった。本件におし、ては， )泉若手判示の引丹lが簡

略で，これを自定したBGHも立言IE責任のIUI題は一層簡単に触れたじすぎず，これに

あJする実質的理由づけは'JIJIIされたBGH'piJ決に談られている。{nし，少なくとも形

式的には，先例が「事案からさしあたり，請負人が I~I 己の為すべきれー意義務を定、った

胃の推論が是ー認される」ことを立証責任分配の要件としていたのに対し，本件におい

ては，危険領域の帰属のみに焦点を絞っていると思われる点は，理論的純化を示すも

のとして評価できる。

⑮<1961年9月26日 VIZR92/61 VersR 61. 1078=N JW 61. 31> 

契約責任としての法律構成に議論のあった， いわゆる契約締結との過失 cl1lpa in 

contrahendoに属する事案で， Iパナナ皮 Bananenschale事件」として有名である。

百貨!古が関前してまもない午前日時20分頃，900平方メートノレほどのYの織物売場は

さほど混雑していなかった。当時58才の婦人買物客Xは，廊下の床に落ちていたノ-ナ

ナの1成必で

間入ら臥院:l:し，二度の手術を受けた。請求の趣旨は，医療費・賃金相当額の補償ι慰謝

料の支払，救ひ、にそれ以後の賠償義務の存在を確認するというものである。第一審で

は， yが機構一|ーから始業時の床の安全確保寸こ努め.必要な摘憶を構じて慌視も怠らな

かったとして、請求を棄却した。 Xの控訴により.原審は逆転して，事故原内となっ

たパナナの皮が床に捨てられたのは，屑穏やそれを示す指示板が設置されていなかっ

たためで、あることが表見|ご容易に帰結できる旨，宣言した。 Yが，これに不服を申し

:¥'1.てた結果，平手れられて破棄差戻となった。その理由は，第ーに)脊箆は床の不潔さを

著しく減少はするが，反面これが設置されても往々にして実効のあがらない可能性が

あることは，控訴裁判所も認めている通りであるから，床が所々ちらかっていたのは

屑箆の欠如を定型的に指し示すとは言えず.従ってこれに表見証明は妥当しない。結

局，原審は表見証明の核心において誤解を有していること。

そして第二点は， )京審に対する，立証責任問題の指示である。

「事業者の機構および危険領域で imOrganisations l1nd Gefhrenbereich des Unt-

ernehmers客観的な股庇 einobjektiver Mangel または取引違背の状態 einZusta-

nd c1er Vevkehrswidrigkeit が負傷を呼び起こした匂ineVerletzl1ng al1sgelost hat 
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ことが確定している場合，とくに雇用・請負・接客契約においては，事業者(民主〕

は自己ならびに自己のため用いた者 (BG B ~ 278)には帰賞事由の非難が当たらな

いということの証明を行なうべきであ2(・ )。判例は， 被害者が事業者の機構を
見ることはできないために，会く失敗するような立言rEから被害者を免除しているので

あるから，判例はーこのような契約関係ある場合，請求権が依りどころとするところ

の一子高められた信頼保護と取引保護とを demerhohlen Vertrauens-und Vevkehrs-

配 hutz考慮に入れている。もあろん判例は従来，積検出J契約侵害の場合i二BG B ~ 282 

の織なものに基づく立証責任の転換に[対する一般的法則を樹立したのではなく，つね

に契約関係の性質や損害源Schadenquelleの性質というものに意味を与えていた。と

ころで，まさしくこのような契機を顧慮すれば，帰賞事由に関する立証責任の転換は

本件の特性にふさわしい。

百貨1古で公衆が頻繁に通行するところでは，事業者は特別な注意によって，活発に

動く訪問者が磨かれた床または床に在る物などで事故に遇うことを予防する，という

ことが必要て、ある。売場の床の上に，訪問者を容易に事故へ陥れる可能性あるパナナ

の皮が在る場合は，客用の空間に食物の残りが落ちていたために客が転倒したときに

宿主の責任と考えられたのが相当で、あるのと:令ーく同様に，このような危険領域 Gefa-

hrenquelleは，先ず百貨腐の危険および機構領域に demGefahren-und organi岨tions-

bereich des Warenhauses帰属さるべきである(・・・・)。その際，その訪問者が未だ

契約を締結せず，契約締結の目的でその空間へ入ったので、あっても (culpain con-

trahendo) 立証責任の転換は正当づけられる。契約のI1的で百貨広が支配する範囲に

入った答は，百貨広によ己を踏み入れた瞬間から，すべてその身体的安全の契約上の保

護に基づく請求権を持っている・

かくしてYは， このような事故を避けるに必要な機構上および躍を視一|ニの錯置 Orga-

nisations-und iiberwachungsmasnahmenを講じたこと.そして自己の履行補助者も，

ことの状況によって要する配慮は総て行なったことを証明すべきである。……来して

従業員がその負う配慮・整頓義務を履行したどうか疑問の残る場介はこの疑問はYの

負担となる。

これに反し，不法行為の理由づけによって請求権を導く限りでは， Xは表見証明の

原則に基づいて立証軽減を導くことができるだけである。この分野では，立証責任の

転換の広い利主主は， Xのためには役立たない。事実審裁判官が，事故はYの履行補助

者の法律違背ある不作為によるものだ，との確信を得たのであれば， ーともかく事
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故の原因たる義務悌怠を行なったと思われる一一一あらゆる履行補助者に及ぶBGB~

831の免責証明がYに残っていることになろう。」

第三点にBGHは， Xの共同帰賞事由 einmitwirkendes Verschuldenの存否の審

理を指示した。Jlllち， Yがどんなに配慮を尽くしても，偶然、的な取引違背を常に完全

に避けることができないことは，経験から教えられるところで，特に公衆の往来する

場所では自分のtI~意が必要であり，従って事実審裁判官'は，人道りの少ない一般的な

往来で，果してXは床に在ったバナナの皮を認識すべきであったのか否かにつき，判

断すべきであるとして差し戻した。

以上のとおり，本件は帰賞事由に関して争われた。 Xの主張によれば，めYの過失

→@屑簡が設置されてなかった→@ノ〈ナナの広が床に捨てられた→@X転倒j→⑧負傷

→⑤損害を被ったのであるが，このうち④→@→@聞の連続性が問題となっている。

原審が，なかんづく@→e聞の連続を表見証明の原貝IJにより肯定し，且つ@との関連
で③が存在すると詐イilliしたのに対し， BGHは表見官iEl!Jiの本件に対する妥当性を否定

し，さらに帰京事由の立証責任をYに転換した。この結来，史認Eの対象は帰責事由不

存在の事実となり，のの事実は王寺:らX自身の帰武事白によるか，)Z.はYに不可避な事

情の結果である旨の，いずれかて‘ある。いずれも@とは奥なる事実の証明により，@

→(0聞の連続性を切断することを通じて，帰責事由の不fr在を説明しなければ， Yが

不利主主を被る。

帰資事由の立証責任がYに転換されるのは，危険領域の理論に依拠していること，

判決に明示されたところである。当該理論のj邸周要件として，先ずXの負傷事実がY

の機構領域で且つ危険領域において起きたことが予定されている。このように，危険

領域のほかに機構領域の語が併挙されたのは，本件が最初である。しかし阿老の内

容に於て，全く別個の実質を有するものを並記したと解すべきではない。同jち，損害

事故がYの危険領域で生じ，本件で、はYの空間たる機構領域内での事故であったとい

う趣旨で，両者が並列してある。判決文中，この併挙的用法は二ケ所あり，後の用法

では， i機構」と「危険」の単語の順序が入れ替わっているが，殊更に意味はなく，

本件に於て危険領域がYの機構領域であったと理解するのに，何らの支障も無いol1ii 

節までにみられた「帰京事由が推論できること」および「客観的義務違背が存在した

こと」などは，危険領域の適用要件とされていない。次の要件として，客観的取庇ま

たは取引違背状態が1'FfEし且つXの負傷はこれに凶ってもたらされたことが必要であ

る。本件では，容易に事故を惹起する可能性のあるパナナの皮が存在したことが確認
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されている。そして，これに図って転倒したことは，当事者向に争いがなく，因果関

係は確定してL、ると解すのが妥当である。帰責事由の立証責任転換の要件として，こ

のように凶果関係の存在を前提としていることは，従自ijの事例を踏襲するものであ

る。最後に，特定の契約関係の存在することが，第三の要件である。本件では， Xが

契約を締結する以前であっても，契約のu的で!吉内へ足を踏み込んだ時点から，契約

上の請求権として身体的安全の保護を求め得るとされた。 culpenin contrahendoに

危険領域による立証責任の転換を認めた事例で，本稿で扱かう唯一の判例である。従

来の判例が認めてきた契約類型の範瞬から，その枠を拡張したことは確かである。

が，この契約の類型が売買契約か否か， 'FiJ文中に明示されていなし、。類型如何の問題

はともかくも，その契約関係と損害源の各性質から，転換の是々非々を決定した一一

本件では，訪問者の身体的安全の保護に対する訪問者の請求権と，売場の床に落ちて

いたパナナの皮で、滑って負傷したという事実ーーという点で，先例との関連性を強張

してし、る。

契約責任を追及する場合は，上掲の要件が充足される限りで立祉責任を転換するB

GHも，こと不法行為責任に対しては理由を{、jせずして執働にこれを柑絶し続けてい

る。 nに示したとおり，首ij控え3事件等に依拠して危険領域による11:証責任の分配を正
当づけているところから，そのiIiif:列が契約責任であったことに多大の影響を受けでい

ることはJ旬、像で去る。ともかく危険領域論の適用範閉を不法行為責任までは拡げない

とする明確な態度に留志すべ主である。

なお判決文が末尾で指示した共jr.iJ帰責事由の審理は， yの帰責事由の存在を認定す

ることにf差点があるのではなく， X白身のそれである。このことは， yの帰責事由の

存在を当然の前提として， xのそれとの過失相殺の問題にかかわる審理にすぎないO

lljJち， Xに共同帰責事由が存在する場fTでも， Yの賠償責任の棋拠を左右することに

はならなL、。

( 1 ) ⑤，⑤，③事件

(2) ⑬注(1)事件および⑬事fl:

~<1962年12月 13 日 vll Z R 247/61 VersR 63， 195> 

被告は設備業者 Installationsgesc凶 ftで，飲食J占の主人Kから，いわゆる九柱戯

場 Kegelbahnの暖房装置を工作するように委託された。そこの天井と墜は，合成樹
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脂 iXJで被覆されていた。被告の使用人で仕上工のNは，天井の隅にある電気接続

用の線を溶接する作業に取り掛かろうとした。先ず iXJのー断片で燃焼テストをし

たが，溶接用パーナーの炎にさしたる炎をたてず炭化した。次に合成樹脂を天井から

1.5メートノレの範囲でほぐして作業を始めた。消防器具としては， 7)¥.桶・ホースを用

意、し，さらに見習いのBに見張らせて，拡散した火の粉を消すように指凶しておい

た。作業開始後ほんのわずか経って，合成樹脂に火がつき，消火を試みたが突を結ば

ずに九柱戯場の内部を焼き抜いた。なお，この事件でNは，;X火の罪に問われたが，

無罪が確定している。

原告は保険会社で，飲食広の三主人8200DMを支払った。原告は保険金の法定債権譲

渡に基づき，本訴はこの被告に求めるものである。 下級審ではいずれも原告の主張が

容れられ，上告審で勝訴が確定した。

被告は一貫して，自分には帰責自由がないこと，そしてその立証責任は自分にない

ことを主張した。 BGHは，原審oLG Diisseldリrf の判示を繰り返し，これを全lI1i

的に支持して判決理由の基礎とした。

「控訴裁判所の見解によると，被告はKと締結した請負契約一じ援や天井の上張り

が溶捺パーナーの熱や火花の範悶から遠ざかるように又は遮級されるように配慮すべ

きであった。被告はこれをしなかったため火災を起こした。それゆえ被告は I~I 己に帰

責事由のないことを証明すべき「である。蓋し， j:l'!芹は被告の危険1J.L'î~で生じたので司あ

るから， と。 この仁OLGのi法lと;f律柱{的ド内J泊』基;l;，r.'点r.'川!

ている (BGHZ23，288=VcrsR 57， 251)。原告はその被告に対する請求権を，第

一に，責ある請負契約違反に依拠している。 LGもOLGもこのような要求だけを是

認したにすぎない。つまり上告理由が考えるような，請求権が不法行為 (BGBS 

823)の観点から検討されるときは果して立証責任の分配は変わってくるのかどうか，

ということを;命ずる必要はない。」

BGHの半u示中，立証責任の分配を論ずるのは以上の部分に限られ，その内容も原

審の見解を肯定するのみで独自のものを論じていなし、。従って危険領域論の資料とし

て独立の地位を与える恨拠に乏しいが，文脈から次の)，r，i，を特徴として挙げることがで

きる。

第一に，当該立言IE責任の分配の要件として， I事案から， さしあたり請負人の注意

義務違反が推論できる」場合であることを必要と考えているように思われる。 BGH

が原審の見解を妥当とした理由寸けに用いた先例(百inl¥⑥事件〉は，正しくそのよう
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なケースであった。そればかりでなく判示で繰り返された原審の判決が，火災の原因

は被告の為すべき配慮義務違反にあった旨，指摘しているとおり， BGHも被告請負

人の注意義務違反を当該分配の前提にしていると理解できる。その限りで，本件判決

は表見証明と立証責任問題とが癒着して論ぜられていたοRG時代の判決とその系統

を同じくするものと言える。

第二に， r危険領域」概念の検討が為されていると思われる点がある。上述した先

例として引用されたBGHの判決も，やはり暖房工事に関係ある請負工事であった

が，そこでは請負人の行為または判断が危険領域と考えられていたと理解できた。本

件の場合も次の'¥oI1示から同様のことが言えよう。「特定の材料が引火するには特殊

な加熱度を要するということは，どんな素人にでも分かっていることなのかどうか

は， OLGの考えているとおりどうでもよいことである。蓋し少なくとも，溶築工

事の専門家たる被告は derBekl. als Fachmannこのことを考えるべきであるから。

…彩子接工事につき専門的知識のある被告は，必要な予防策を議するべきであっ

た。彼には何らかを問L、fTわせる義務があり，これに反して飲食凶の主人にはなく，

作業員らが危険のないように施工してくれることを信頼することがで主たのである。

市下'.Lt溶按工事をするに際しては材料に危険のあることが分つでしたはずだーという

根拠は何もない。」このようにBGHにして， +員害は被告の危険領域で生じたと判断

させたものは，請負人としての仕事の専門性に長づけされた訪負人の行為・判断であ

ったことが推則で主る。

第三に，このような立証責任の分配が， B G B ~ 823などの不法行為責任にも妥当

するのかは，興味のある問題であるが，本件BGHはこれを否;どせずに態度を留保し

ている点は， il; 11すべきである。

段後に，本件上告審において立証責任が論じられたのは，日1.:告理由に応えたもので

あるが，問題として取り上げる必然性はなかった。益しその分配をめぐって争われ

ている事実は被告の帰賞事由であったが，これは原審により存在することが認定さ

れ，且つ上告審に於て肯定されたのてあるから。結局恥理由の冒頭に第一点として判

示されてはL、るが，むしろ傍論として扱われるべきであろう。当該理論を導入した結

果，結論が左右したものではない。

'1Z<1953年2Jj7日 oL G Diisseldorf MD  R 54， 323> 
XはY会社から買った魚で中毒に擢り，その損害賠償を訴求した。本件はその控訴
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審判決である。損害の態様や程度は，これ以上の説明がなく，詳細は不明である。判

決の結果は，請求を認容したものと思われる。

判旨は先ず，本件の結論を述べる。 ryは健康を損なわないで食するに適切な商品

を給付する契約上の義務に反し，原告に損害を与えた。 Yは自分が加害に対する責を

負わない旨，説明しなかったので，この損害につき賠償の義務がある。」

次に立証責任一般の問題に移り， 分配の法的根拠を述べる。「この立証責任の分配

はBGB ~ 282の結呆として生ずるものであり，それは積極的契約侵害の事例で損害

の原悶が債務者の危険領域にあるときは， 常に準用て、きるものである。」そして実質

的な根拠として，rこの解釈は・ ..BGHによって損害原因が債務者の領域にある場合
について常に是認されてき長 c....)。 これが容れられるわけは， このような事実状

況においては債務者に，その危険領域および通常はその専門知識からも遠ざかってい

る事柄の証明を要求することはできないからである。たとい侵害された契約には個別

的に又は契約の性質上から，なんら特別の庇護ないし配慮義務 keinebesonderen 

Betreuungs-oder Sorgfaltspflichtenが付隠していない場合であっても，この原則は妥

当する。」と，指摘した。

続いて，上述の原則を本件に適用している。「認定された損害原因 病原菌によ

る魚の汚染ーはYの危険領域に在った。ここにおいて， yが果してコンツエルン的

に自分と関連している百ijの納品業者 Vorlieferantenの帰貢事由についても責任をと

るべきかどうかは，どうでもよいことである。蓋し，ここで問題なことは危険領域で

ある以上，疑わしい場合は債務者が責任の有ったような危険領域から損害原因が由来

したことは， B GB ~ 282を適用するに furdie Anwendung充分であるから (BG

H Z 23， 288を参照〕。この要件は本:件に在る。魚類販売人は自己またはその履行補助

者の帰賞事由によっていたんだような魚を売ったり，自分の前の納品業者から既にこ

のような状態で受け取った魚を転売することは，もし自己またはその履行補助者がこ

の状態を知り又は知り得べき場合であったならば，許されない (BG B~~276 ， 278)。

食べるに不適切な魚の販売は，かくして腐敗がどこで、生じたのかにかかわらず， yの

危険領域に属している。 ….J 

最後に， rその魚が購入されてから販売されるまでの間 yの被用者らによって必
要な配慮で監視・取引されたことを， yは充分に証明しなかった」し， また， rこの

証明はなくとも， Xの羅病はパクテリアか若手紫による魚の汚染に基づくものであるが

auf einem Befall des Fishes mit Bakterien oder Toxinen，その汚染の性質上Yが防

北法24(4・280)920



損害賠償訴訟と立証責任い)

御したり又は認識したりすることは不可能であった旨を， Yが立証することによっ

て，なおも自己に責なきこと Schuldlosigkeitを示すことができたはずである。この

証明をもYは提出しなかった」と結んでいる。

木件OLGは， Xの身体上の損害原因が「腐敗した魚」にあることを認定した。さ

らに，これによる損害に対して， Yの帰責事由が問題となる。ところでOLGは，危

険領域はYに属すると判断している。理由は， rそのような魚を売った」からである。

この事実は，売られた魚が専らYの占有に属し，しかもXの主張によれば， Yの占有

中または少なくともXへの売渡しよりも前に腐敗していたことを示すものである。腐

敗がその時点で生じたかは，この際重要でなし、。重要なことは，Xvこ引渡以前の事情

についてはYが責任を負っていたということである。このように危険領域とされた理

由の核心は，損害の原因がXの買い受けるより前の，その限りでYに責任が負課され

ている領域に，存在していることにある。なおYの立証活動は，魚を購入した際およ

びその後販売までの間に，自己の責に任ず、べき帰責事由が一切存在しなかった点に向

けられる「本証Jである。

ところで，なるほど上述のとおり，危険領域への該当性を決定づけた「腐敗魚を販

売した」としづ事実は，客観的に契約上の義務に違反したことも意味してしる。しか

しこのことから，果して本件OLGは，危険領域による立証責任の分配が契約責任

についてのみ妥当するものと考えている，と即断するのは避けるべきであろう。契約

関係のない場合に，上述の危険領域の存在は不可能で、ある。

( 1 ) 前w⑥，⑨，⑮事件
(2)前出⑥事件

(3) ここには，免責証明に関して，次のような説明が挿入されてL、る。「従って，

販売した一部の魚が健康に危倹をもたらす状態は，どんな事情で生じたのか，

そして又，この事情に対してはYの機関も履行補助者も帰責事由がないとい

う，二重の証明によって自らを免責するのはYの義務である。この免責証明に

対しては，なるほどあまり巌格な要求はできなし、。〔蓋し〕債務者が因果関係

を解明するということは必ずしも要求できない〔からである〕。一般には，債

務者が自分の行為の原因性または自己の帰責事由を示す諸事情を反駁すること

をもって足りる。しかしながら他面，この要求は，実務において解明不能の結

果は債務者に帰するというほどに，軽く考えられてはならない。」これは， 当

該免責証明が帰責事由を対象とし，ときにその立証責任は債務者に帰属するこ

とを論じたものと解することができる。
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